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○仙台市学校給食運営審議会条例 

昭和五一年三月三一日 

仙台市条例第三号 

 

(設置) 

第一条 教育委員会の諮問に応じ、市立義務教育諸学校における学校給食の業務の運営に関する重要な事

項を調査審議させるため、仙台市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。 

(平一三、三・改正) 

 

(組織) 

第二条 審議会は、委員十七人以内をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

一 学識経験者 

二 小、中学校の校長 

三 学校給食研究団体の代表者 

四 児童及び生徒の保護者 

五 関係行政機関の代表者 

(昭六二、九・改正) 

 

(委員の任期) 

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

 

(会長及び副会長) 

第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。 

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

 

(会議) 

第五条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

 

(委任) 

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

(平一三、三・旧第七条繰上) 

 

附 則 抄 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭六二、九・改正) 

この条例は、昭和六十二年十一月一日から施行する。 

 

附 則(平一三、三・改正) 

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 
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              仙台市学校給食運営審議会実施要領 

 

                                                          （平成７年３月２７日教育長決裁） 

  （目的） 

第１条  この要領は，仙台市学校給食運営審議会の会議（以下「会議」という。）に関し必要な事項を  

定めるものとする。 

 

  （会議の公開） 

第２条  会議は，公開とする。ただし，次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 

  （１） 仙台市情報公開条例（平成３年仙台市条例第２号）第６条に規定する情報を取り扱うことが明

らかな場合 

  （２） 非公開とすべき旨の出席委員の発議に対して出席委員の３分の２以上の同意があった場合 

  （３）  次回の会議の公開について，非公開とするかどうかの決定を会長に一任することにつき，出席

委員の３分の２以上の同意があり，かつ，会長が非公開とする決定をした場合 

 

（会議の傍聴） 

第３条  会議を傍聴しようとするものは，受付において住所，氏名等を備付けの用紙に記入しなければな

らない。 

２  傍聴席の定員は原則として２０名とし，傍聴希望者が定員を超えた場合は，先着順により決定する。

ただし，会場等の都合により，これにより難い場合は，会長がその都度，別に定員を定める。 

３  傍聴人が傍聴席に入場するときは，係員の指示に従い，指定された席に着かなければならない。 

４  凶器その他危険な物を持っている者，酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認めら

れる者は，入場することができない。 

５  傍聴人は次の事項を守らなければならない。 

  （１）  会議中は，静かに傍聴し，拍手をしたり発言をする等会議の進行を妨げるような行為をしない

こと 

  （２）  はち巻，腕章の類をする等示威的な行為をしないこと 

  （３）  飲食又は喫煙をしないこと 

  （４）  写真撮影，録画，録音等を行わないこと。ただし，会長がこれを認めた場合はこの限りではな

い。 

  （５）  他の傍聴人の迷惑になるような行為は行わないこと 

  （６）  その他，議場の秩序を乱し，又は会議を妨害するような行為をしないこと 

  （７）  係員から指示があった場合は，速やかに従うこと 

６  会長は，次の場合には傍聴人に対して，その行為を制止し，又は退場を命ずることができる。 

  （１）  傍聴人が前項の規定に反したとき 

  （２）  議場の秩序をみだすおそれがあるとき 

  （３）  その他議事の運営上必要があると認めるとき 

７  傍聴人には，非公開の部分を除いた議案及び会議資料を原則として配付する。 

８  非公開の部分を除いた議案及び会議資料については，会議終了後，仙台市市政情報センター及び各区

情報センター（以下，「センター」という。）において，市民等の閲覧に供するものとする。 
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  （会議録の作成）   

第４条  会議の次第は，会議録に記載しなければならない。 

２  会議録は，事務局において作成する。 

３  会議録は，原則として要点筆記の方法による。 

 

  （会議録の記載事項） 

第５条  会議録に記載する事項は，次のとおりとする。 

  （１） 会議の年月日 

  （２） 開会及び閉会の時刻 

  （３） 出席委員の氏名 

  （４） 出席事務局職員の職氏名 

  （５） 説明のために出席した者の職氏名 

  （６） 議案 

  （７） 議事の経過 

  （８） その他会議において必要と認める事項 

 

  （会議録の署名） 

第６条  会議録には，会長及び会長の指名した委員１名が署名しなければならない。 

２  署名後の会議録については，その写し（非公開の部分は除く。）をセンターにおいて市民等の閲覧に供

するものとする。 

 

  （議場の秩序維持） 

第７条  会長は，議場の秩序維持に努めなければならない。 

２  会長は，前項の秩序維持のため，必要な措置を執ることができる。 

 

  （その他） 

第８条  その他会議の運営に関し必要な事項は，会長が会議に諮って定める。 

  

  （庶務） 

第９条  審議会の庶務は、教育局総務企画部健康教育課において処理する。 

 

      附則 

  この要領は，平成７年４月１日から実施する。 

 

      附則（平成１１年８月３１日改正） 

  この改正は，平成１１年８月３１日から実施する。 

                                                

   附則（平成１３年３月１６日改正） 

  この改正は，平成１３年４月１日から実施する。 



仙台市学校給食の概要について

＜令和４年度第１回仙台市学校給食運営審議会資料＞

本資料の説明内容について

1 学校給食実施状況

2 学校給食費

3 衛生管理

4 栄養管理

5 食育の推進

6 食物アレルギーへの対応
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◆義務教育諸学校の設置者
学校給食が実施されるよう努めなければならない

◆国及び地方公共団体
学校給食の普及と健全な発達に努めなければならない

学校給食の実施 【学校給食法第４条・第５条】

◆適切な栄養摂取による健康の保持増進
◆食事に関する正しい理解と判断力
◆望ましい食習慣
◆伝統的な食文化への理解
◆食料の生産・流通・消費への理解 等

学校給食の目標 【学校給食法第２条】

１ 学校給食実施状況
① 学校給食の実施と目標

本市の学校給食では、「共同調理場方式」、「単独調理校方式」、
「親子方式」の３つの方式により、１日あたり約８万食を提供して
いる。

校種 共同調理場方式 単独調理校方式 親子方式 計

小学校 51校 64校
（親）2校
（子）1校

118校

中学校 51校 12校 （子）1校 64校

特別支援学校 1校 1校

定時制高等学校 2校 2校

中等教育学校 1校 2校

計 103校 79校 4校 186校

１ 学校給食実施状況
② 学校給食の提供方式
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児童生徒 共同調理場対象校 共同調理場

納入業者

給食提供

給食搬送

食数申込

納品

発注教育局
（健康教育課）

食材納入契約

仙台市教育局にて契約した食材納入業者が共同調理場へ食材を納
品し、共同調理場で調理した給食を各学校に配送。

共同調理場方式

１ 学校給食実施状況
③ 学校給食提供までの流れ（共同調理場方式）

児童生徒 単独調理校

納入業者

給食提供

発
注

教育局
（健康教育課）

食材納入契約

地域農家

食材納入契約

納品

発注

納
品

仙台市教育局にて契約した食材納入業者や学校独自で契約した地
域農家が各学校へ食材を納品し、学校で調理した給食を提供。

単独調理校方式

１ 学校給食実施状況
④ 学校給食提供までの流れ（単独調理校方式）
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◆義務教育諸学校の設置者
学校給食の実施に必要な施設整備費、運営に要する経費のう
ち政令で定めるもの

◆保護者
義務教育諸学校の設置者が負担する経費以外

経費の負担 【学校給食法第11条】

１．義務教育諸学校において学校給食に従事する職員の人件費
２．学校給食の実施に必要な施設の修繕費

設置者の負担すべき経費 【学校給食法施行令第２条】

２ 学校給食費
① 学校給食に要する経費の負担

本市の学校給食費
【仙台市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例第３条第２項】

学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びにこれら
の修繕費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人
件費以外の学校給食に要する経費の範囲内で市長が定める額

施設整備費

その他
（食材費・光熱水
費・備品費等）

施設修繕費

人件費

＜国が定める負担区分＞

設置者（本市）負担 保護者負担

施設整備費 その他
（光熱水費・
備品費等）施設修繕費

人件費 その他（食材費）

＜本市が定める負担区分＞

設置者（本市）負担 保護者負担

２ 学校給食費
② 本市における学校給食費の負担区分
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保護者等

負担公費負担

＜学校給食に要する年間経費＞

※令和３年度決算から算出

＜法令負担区分＞
施設整備費、修繕費、人件費

＜本市追加負担＞
光熱水費、備品費等

約71億円

食材費
約46億円

２ 学校給食費

本市における学校給食に要する年間経費としては、公費負担分と
保護者に負担いただく食材費を合わせると100億円を超える規模と
なっている。

③ 本市における学校給食に要する年間経費

校種 炊飯方式 Ｈ4 Ｈ11 Ｈ25 Ｒ２

小学校

委託炊飯
（仙台・泉地区）

205円 225円 245円

290円
自校炊飯

（宮城・秋保地区）
200円 219円 239円

中学校

委託炊飯
（仙台・泉地区）

245円 268円 290円

345円
自校炊飯

（宮城・秋保地区）
240円 263円 285円

２ 学校給食費
④ 本市の学校給食費の推移

－10－



食中毒を防止するた
め、食が十分に加熱
されているか、中心
温度を測定し、確認
しているところです

３ 衛生管理

安全な食材を使用するとともに、文部科学省の衛生管理基準や本
市の作業マニュアル等により、衛生的な調理作業を行っている。

① 安全・安心を確保する衛生管理の徹底

衛

生

管

理

学校給食施設巡回指導（年１回）

学校給食用食器具類の細菌検査（随時）

学校給食施設等定期検査（年３回）

日常点検（毎日）

給食従事者の検便（月２回）

給食従事者の衛生管理研修会（年１回）

学校給食用食品の細菌検査（年２回）

保健所による衛生管理に関する巡回指導を実施

食器具類のふきとり細菌検査及び洗剤残留検査を実施

定期的に給食施設、給食設備及びその取り扱い状況、
給食従事者の衛生管理並びに検食・保存食の状況、給
食用食品等の検収・保管の状況、衛生管理体制、活動
状況について検査を実施

給食従事者・施設設備・食品・調理について、作業
前・作業中・作業後に点検を実施

定期的に赤痢菌や腸管出血性大腸菌の保菌の有無につ
いて検査を実施

衛生管理意識及び資質の向上を図るため、研修を実施

定期的に食品及び調理済食品における大腸菌等の細菌
の有無について検査を実施

３ 衛生管理
② 検査・研修等衛生管理一覧
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◆学校給食摂取基準の充足及び食育
幅広い食品の使用や多様な調理法を組み合わせた食事内容とな
るよう「おいしく、楽しい学校給食」の実現に努める。

◆学校給食用の物資の購入
個々の食品を選定する基準として「仙台市食品規格書」を作成
し、安全性、経済性はもとより、安全・安心な給食を提供でき
るよう配慮する。

学校給食の献立作成

４ 栄養管理

成長期にある児童生徒の健康の保持増進を図り、食事について正
しい理解を深め、健全な食生活を営むことができるよう、多様な食
品を組み合わせた献立内容となるよう努めている。

① 栄養バランスを考えた学校給食の提供
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学校給食摂取基準の占める割合（％）

※１日の望ましい摂取栄養量は「日本人の食事摂取基準（2020年版）」より
※文部科学省「学校給食摂取基準」（令和３年４月１日施行）の基準値を使用

ڭ

भ
1
ط
3

・１日の望ましい栄養量の１/3が基本
・家庭で摂りづらい栄養素の基準値は40％、50％に設定

1/3を超える設定

４ 栄養管理
② 学校給食摂取基準
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学校給食を活用した授業例

５ 食育の推進

学校給食は、学校教育の一環であり、「食育」の中心的な役割を
担う「生きた教材」である。給食時間における指導に加え、関連教
科や特別活動の中で、食や健康に関する学びを取り入れている。

① 「食育」における学校給食の役割

教科等で取り上げた食品や学習
したことを献立で提供

小学２年生道徳「大すきなフルーツポンチ」

小学校 中学校

・「早寝・早起き・朝ごはん・

挨拶」等の基本的な生活習慣

・食事のマナーの習得

・食品の働きや選び方

・行事食等の食文化

・感謝の心

５ 食育の推進

現代は、食生活や生活リズムが乱れやすい環境が多くある。
成長期にある児童生徒が食生活などの正しい理解と望ましい食習

慣を身に付けられるよう、発達段階に応じた食生活に関する指導を
行うことが重要になってきている。

② 発達段階に応じた「食育」

・栄養バランスを考えた食事

・生産や流通

・食文化

・感謝の心
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1,287 1,376 
1,520 1,494 1,445 

1,791 
1,976 

2,370 

2,720 

3,020 2,964 
3,179 

3,343 3,341 3,263 

545 
657 591 645 

756 
923 

1,114 
1,221 

1,324 1,301 1,332 
1,479 

1,352 1,435 
1,560 

1,832 
2,033 2,111 2,139 2,201 

2,714 

3,090 

3,591 

4,044 
4,321 4,296 

4,658 4,695 4,776 4,823 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

小学校 中学校 合計

（単位：人）

仙台市立の小・中学校の食物アレルギーを有する児童生徒は年々
増加傾向にある。

６ 食物アレルギーへの対応
① 食物アレルギーを有する児童生徒数の推移

食物アレルギー対応の手引きと
緊急時対応マニュアル

食物アレルギー対応食提供が可能な
学校給食センターを整備

食物アレルギーを有する児童生徒も給食時間を安心して楽しく過
ごすことができるよう「食物アレルギー対応の手引き」を定めてい
る。各施設では、安全確保を最優先に、可能な範囲で個々の児童生
徒の症状に応じた対応を行っている。

６ 食物アレルギーへの対応
② 食物アレルギーへの対応状況
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令和４年度の学校給食の現状について

＜令和４年度第１回仙台市学校給食運営審議会資料＞

本資料の説明内容について

１ 今年度の新たな取り組み

２ 昨年度から継続した取り組み

３ 学校給食における給与栄養量

－15－



令和４年４月より、国産小麦を100％使用した学校給食用パンの
提供を開始。

１ 今年度の新たな取り組み
（１）学校給食用パンの原料小麦粉の国産化

令和３年度以前

アメリカ産・カナダ産・
国産（宮城県・岩手県産）

70％

宮城県産（夏黄金） 30％

令和４年度

北海道産（ゆめちから） 50％

宮城県産（夏黄金） 40％

宮城県産（シラネコムギ） 10％

風味が良くなって、前よりも美味しい！

コロナ禍における原油価格や物価の高騰に対して、国の交付金を
活用し、７月から物価上昇分を１食単価に追加。

（２）交付金を活用した食材価格の上昇への対応
１ 今年度の新たな取り組み

校種 ４～６月 ７～３月

小学校 290円 290円+10円＝300円

中学校 345円 345円+10円＝355円

※年間の食材料費の予算額を基に、令和４年４月の仙台市消費者物価指数（食料）の上昇率

3.4％（前年同月比）を用いて、７～３月分（９ヶ月分）の増加見込額を算定

－16－



＜小学校の基準値＞
改正前 改正後 増減

鉄 （mg） 4 4.5 +0.5
ビタミンC （mg） 30 35 +5.0
食物繊維 （g） 6.5以上 7以上 +0.5

改正前 改正後 増減

ビタミンC （mg） 20 25 +5.0

食物繊維 （g） 5以上4.5以上 -0.5

＜中学校の基準値＞

令和２年１月 厚生労働省「日本人の摂取基準（2020年版）」策定
令和３年４月 文部科学省「学校給食摂取基準」改正
令和４年４月 「仙台市学校給食摂取基準」改正

１ 今年度の新たな取り組み
（３）献立の工夫（「学校給食摂取基準」改正への対応）

中学校の「鉄」等の摂取に向けた献立を作成

令和２年12月 「日本食品標準成分表（※）」が2020年版に改訂
令和３年12月より「日本食品標準成分表（2020年版）」に順次対応

１ 今年度の新たな取り組み

＜改訂のポイント＞エネルギー計算方法の変更

（４）献立の工夫（「日本食品標準成分表」改訂への対応）

※日本食品標準成分表

文部科学省作成。日常的に摂取する食品の標準的な成分値の公的データ集

全食品のエネルギー値が、平均で100gあたり約９kcalマイナス

例）中学校の提供量である米飯110ｇあたりのエネルギー

2015年版

185kcal
2020年版

172kcal

献立全体のエネルギーの増加に向けた献立を作成
－17－



「化学肥料」や「農薬」の使う量を通常の半分以下に減らした
「環境保全米」を給食で提供。

本市の米飯給食の歴史

・昭和51年：米飯給食が学校給食として明確に位置付けられる

市内定時制高等学校で米飯給食開始

・昭和56年：市内全小・中学校で米飯給食開始

・平成２年 ：県内産ササニシキを給食に導入

・平成11年：県内産ひとめぼれに変更

・平成17年：市内産ひとめぼれ１等米に変更

・令和２年 ：市内産ひとめぼれ１等米（環境保全米）を２ヶ月間給食に導入

・令和３年 ：環境保全米の給食提供期間を拡大（２ヶ月⇒５ヶ月）

・令和４年 ：環境保全米の給食提供を継続

２ 昨年度から継続した取り組み
（１）環境保全米の給食への提供

新型コロナウイルス感染症の経済対策のための国の支援制度等に
より提供された食材を活用した献立を作成。

２ 昨年度から継続した取り組み
（２）特別な献立の給食提供

宇和海産養殖マダイ 北海道産ホタテ

鯛めし

まだいの
ハニーマスター
ドソースかけ

ホタテと
じゃがいもの
グラタン

ホタテの
バター焼き
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令和４年４月
「仙台市学校給食摂取基準」

改正

① 令和３年度の「仙台市学校給食摂取基準」の栄養量はほぼ充足

② 令和４年度からの新たな状況の変化への対応

中学校の「鉄」等
摂取の工夫

令和３年12月より
「日本食品標準成分表

（2020年版）」に順次対応

小学校・中学校の
「エネルギー（kcal）」

摂取の工夫

燃料価格の高騰等による
食料品の価格上昇

食材の
切り替え等の工夫

栄養量の充実に向けて、より一層の工夫が必要

３ 学校給食における給与栄養量
（１）栄養量の充足に向けて

３ 学校給食における給与栄養量
（２）小学校の栄養量 学校及び給食センターの栄養量の平均値

※年２回（６・11月）実施の栄養管理報告より
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令和４年６月

令和４年11月
（％） ６月 11月

エネルギー 99.1 99.4

カルシウム 101.4 103.1

マグネシウム 192.0 192.0

鉄 103.3 103.3

ビタミンA 178.5 180.0

ビタミンB1 105.0 105.0

ビタミンB2 140.0 142.2

ビタミンC 108.0 108.0

食物繊維 137.8 137.8
－19－



３ 学校給食における給与栄養量
（３）中学校の栄養量 学校及び給食センターの栄養量の平均値

※年２回（６・11月）実施の栄養管理報告より
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令和４年６月

令和４年11月
（％） ６月 11月

エネルギー 99.6 99.4

カルシウム 97.1 98.2

マグネシウム 100.0 101.7

鉄 97.8 100.0

ビタミンA 143.7 144.0

ビタミンB1 108.0 132.0

ビタミンB2 111.7 110.0

ビタミンC 100.0 97.1

食物繊維 111.4 111.4

R3.11 R4.11 前年同月比

エネルギー 102.0 99.4 -2.6
カルシウム 103.1 103.1 ±0.0
マグネシウム 202.0 192.0 -10.0

鉄 103.3 103.3 ±0.0
ビタミンA 173.5 180.0 +6.5
ビタミンB1 102.5 105.0 +2.5
ビタミンB2 140.0 142.2 +2.2
ビタミンC 140.0 108.0 -32.0
食物繊維 102.0 137.8 +35.8

小学校・中学校ともに、すべての栄養量がほぼ充足。

R3.11 R4.11 前年同月比

エネルギー 102.0 99.4 -2.6
カルシウム 96.9 98.2 +1.3
マグネシウム 104.2 101.7 -2.5

鉄 102.5 100.0 -2.5
ビタミンA 126.3 144.0 +17.7
ビタミンB1 100.0 132.0 +32.0
ビタミンB2 108.3 110.0 +1.7
ビタミンC 113.3 97.1 -16.2
食物繊維 98.5 111.4 +12.9

（％）（％）

３ 学校給食における給与栄養量

小学校の栄養量

（４）栄養量の充足結果

中学校の栄養量

引き続き栄養バランスや量を保った
学校給食を提供できるよう

工夫していく
－20－
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給食施設のあり方について 

 

１ 実施状況 

 本市では、単独調理校方式、親子方式及び共同調理場（以下「学校給食センター」という。）

方式により、学校給食を実施している。 

（令和 4年 5月時点） 

 小学校 中学校 
特別支

援学校 

定時制

高校 

中等教

育学校 
合計 

単独調理校（※） 64校 12校 1校 2校  79校 

親子方式校 
(親)2校 

(子)1校 
(子)1校 

   
4校 

学校給食センター対象校 51校 51校   1校 103校 

 太白学校給食センター 7校 9校    16校 

荒巻学校給食センター 8校 10校    18校 

野村学校給食センター 18校 5校    23校 

高砂学校給食センター 9校 12校    21校 

南吉成学校給食センター 9校 15校   1校 25校 

合計 118校 64校 1校 2校 1校 186校 

※大規模改修等により学校給食センターから代替提供中の単独調理校を含む。 

 

２ 課題 

今後は、児童生徒数の減少の他、給食施設の老朽化に伴う整備費の増加が見込まれること

から、給食施設全体における効率的な運営体制及び将来のあり方（以下「給食施設のあり方」

という。）を検討する必要がある。 

（１）児童生徒数の減少 

本市の 6～14歳の子どもの数は年々減少し、令和 25年には約 6.8万人となる見込みで

ある。 

【6～14歳の子どもの将来人口推計（単位：万人）】 

   

 

8.1 
7.4 

7.0 6.9 6.8 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

R5 R10 R15 R20 R25

資料：令和 2年国勢調査に基づく仙台市の将来人口推計（令和 4年 3月推計） 
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（２）給食施設の整備費の増加 

単独調理校（79校）及び親子方式の親校（2校）のうち、築後 30年以上経過している

学校は 47校と全体の 50％以上を占めている。 

 【築年数別の単独調理校等数（令和 3年度末時点）】 

   

  

また、学校給食センターも適宜老朽化対応を図る必要があるため、現状の施設を維持し

ていくためには、今後も多額の整備費が見込まれる。 

 

３ 進め方 

 給食施設のあり方について、仙台市学校給食運営審議会（以下「審議会」という。）へ諮

問し、同審議会分科会（以下「分科会」という。）を設置の上で、学校給食に係る専門的知

見を有する方や学校現場、保護者の皆様よりご意見を伺いながら審議を進めていきたい。 

 

４ スケジュール（予定） 

令和 5年度  第 1～3回分科会（現状や課題、給食施設のあり方中間案） 

        分科会から審議会へ報告 

 令和 6年度  第 4～5回分科会（給食施設のあり方最終案） 

        分科会から審議会へ報告、審議会から教育委員会へ答申 

 

 

 

 

18 16 18 29

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

20年未満 20年以上30年未満 30年以上40年未満 40年以上

校 校 校 校 
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仙台市学校給食運営審議会分科会設置運営要領 

 

（平成２４年２月１日教育長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要領は，仙台市学校給食運営審議会実施要領（平成７年３月２７日教育長決裁）第８条

の規定に基づき設置される仙台市学校給食運営審議会分科会（以下「分科会」という。）の組織及

び運営等に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（分科会の所掌事項） 

第２条 分科会の所掌事項は，次の各事項に関する調査研究等とする。 

（1）学校給食施設における給食用食材の選定に関すること 

（2）学校給食の献立内容に関すること 

（3）その他審議に関して必要と認めること 

 

（分科会の組織） 

第３条 分科会は，審議会の委員のうち，自薦または選出区分（学識経験者，学校長・学校給食研究

会代表，児童生徒の保護者）ごとに審議会会長に選任された者をもって組織する。 

２ 分科会に分科会長を置くものとし，審議会会長が選任する。 

３ 分科会長は会を総理し，分科会を代表する。 

 

（会議） 

第４条 分科会の会議は，審議会会長が召集する。 

 

（報酬） 

第５条 教育長は，分科会の委員（市立学校長である者を除く）に対し，別に定めるところにより，

報酬を支払うものとする。 

 

（庶務） 

第６条 分科会の庶務は，教育局総務企画部健康教育課において処理する。 

 

（雑則） 

第７条 第２条から前条までに定めるもののほか，分科会の運営に関し必要な事項は，審議会会長が

定める。 

 

 附 則 

（実施期日） 

この要領は，平成２４年２月１日から実施する。 

 

 

 


